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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第60期、第62期及び第63期は、潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益を記載してお

りません。 

第61期は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益を記載しておりません。 

第64期は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失が計上されているため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益を記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第64期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 113,610 85,133 70,841 82,456 71,518

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 1,090 538 205 501 △2,227

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) 205 △637 117 33 △6,914

純資産額 (百万円) 7,657 7,314 7,249 8,809 1,976

総資産額 (百万円) 83,864 75,576 72,340 73,223 62,599

１株当たり純資産額 (円) 256.82 246.24 244.12 263.75 51.76

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり 
当期純損失(△)

(円) 6.05 △21.51 3.86 0.97 △203.55

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) 9.1 9.7 10.0 12.0 3.1

自己資本利益率 (％) 2.7 △8.5 1.6 0.4 △128.4

株価収益率 (倍) 29.92 ― 70.21 304.12 ─

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,200 3,886 △7,010 △4,092 320

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △581 187 4,345 1,220 640

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,080 △478 △1,520 210 △1,782

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 11,488 15,082 10,950 8,294 7,472

従業員数 (人) 1,447 1,221 981 977 949



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式がないため、また、第64期は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失が計上されてい

るため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益を記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第64期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。  

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (百万円) 1,602 1,289 689 768 664

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 325 144 △132 △133 △224

当期純利益又は 
当期純損失（△）

(百万円) 566 224 522 116 △8,545

資本金 (百万円) 3,280 3,280 3,280 3,780 4,205

発行済株式総数 (株) 29,730,000 29,730,000 29,730,000 33,439,198 37,978,548

純資産額 (百万円) 8,041 8,564 8,905 10,551 2,085

総資産額 (百万円) 31,838 33,105 31,013 33,560 21,982

１株当たり純資産額 (円) 270.03 288.34 299.98 316.05 54.96

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

(円)
6.00

(―)

6.00

(―)

6.00

(―)

6.00

(―)

─

(─)

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり 
当期純損失(△)

(円) 18.67 7.56 17.59 3.88 △251.57

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) 25.3 25.9 28.7 31.4 9.5

自己資本利益率 (％) 7.3 2.7 6.0 1.2 △135.3

株価収益率 (倍) 9.69 31.75 15.41 76.03 ─

配当性向 (％) 32.1 79.4 34.1 154.6 ─

従業員数 (人) 32 16 16 16 10



２ 【沿革】 

昭和20年９月  伊東組創業 

昭和22年３月  株式会社伊東組を設立 

昭和24年６月  日東建設株式会社と改称 

昭和24年10月  建設業法により建設大臣登録(イ)第138号の登録を受ける。 

昭和25年10月  新潟出張所開設(昭和40年４月新潟営業所に改称) 

昭和26年７月  大阪営業所開設(昭和28年９月大阪支店に改称) 

昭和26年10月  福島出張所開設(昭和28年７月福島営業所に改称) 

昭和31年２月  横浜出張所開設(昭和37年４月横浜営業所、平成５年11月横浜支店に改称) 

昭和36年３月  四国営業所開設(昭和62年５月四国支店に改称、平成12年12月善通寺支店に改称) 

昭和39年10月  本社社屋が完成し、本店を現在の千代田区平河町に移転 

昭和41年５月  仙台営業所開設(昭和42年５月東北支店に改称) 

昭和44年７月  埼玉営業所開設(平成５年11月北関東支店に改称) 

昭和45年３月  宅地建物取引業法による建設大臣免許(1)第717号を受ける。 

        (以後３年ごとに更新・平成９年より５年ごとに更新) 

昭和49年３月  建設業法の改正により、建設大臣許可(特―48)第3458号を受ける。 

        (以後３年ごとに更新・平成７年より５年ごとに更新) 

昭和59年１月  札幌営業所開設(昭和62年５月札幌支店に改称) 

平成７年２月  東京証券取引所市場第二部に上場 

平成７年７月  基礎工業株式会社を買収 

平成８年９月  東京証券取引所市場第一部に指定替 

平成11年10月  大都工業株式会社と合併し、社名を日東大都工業株式会社と変更 

平成11年10月  東京建築支店、東京支店、水戸支店、千葉支店、北陸支店、名古屋支店、中国支店、

九州支店開設 

平成12年12月  四国支店を香川県高松市に設置 

平成13年10月  日東大都建築準備株式会社を設立(平成14年３月社名を日東みらい建設株式会社に変

更) 

平成14年３月  三井不動産建設株式会社の全株式を取得し、子会社化 

        上記に伴い、みらいジオテック株式会社及び株式会社三柱を子会社化 

平成14年３月  当社の土木事業部門を三井不動産建設株式会社に分割し、同社名をみらい建設工業株

式会社に変更 

平成14年３月  当社の建築事業部門を日東みらい建設株式会社に分割 

平成14年３月  当社は持株会社へ移行し、建設業廃業 

平成14年３月  支店、営業所を廃止 

平成14年３月  株式会社エムズの全株式を取得し、子会社化 

平成14年４月  株式会社みらい建設グループと社名変更 

平成15年２月  みらいシェアードセンター株式会社を設立 

平成15年３月  テクノマリックス株式会社を設立 

平成15年６月  みらい建設工業株式会社の機材部門(船舶部門を含む)をテクノマリックス株式会社に

分割 

平成17年１月  株式会社三柱の全株式を譲渡 

平成18年４月  みらい建設工業株式会社が日東みらい建設株式会社を吸収合併 

平成18年12月  エーケーケミカル株式会社の全株式を取得し、子会社化 

  



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社および子会社８社で構成され、当社が持株会社としてグループ内子会社の経営を

管理し、グループ各社において海洋土木工事・陸上土木工事・建築工事の請負ならびに設計・監理、土木

建築用材料の製造販売、損害保険代理業務等といった事業活動を展開しております。 

  

当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。 

  グループ経営管理…当社は持株会社として、グループ内各種事業に対して効率的な資源配分を実施

し、総合的な経営管理を実施しております。 

  建設事業……………土木・建築工事他各種の工事施工を、子会社であるみらい建設工業㈱・基礎工業

㈱・みらいジオテック㈱・㈱エムズ・テクノマリックス㈱が実施しております。 

  その他の事業………みらいシェアードセンター㈱は当社グループ内の事務部門の業務受託、㈱ニュー

イーストは損害保険代理業、エーケーケミカル㈱は土木工事（TRD工法）におけ

る施工指導等を実施しております。 

  

事業系統図は次のとおりであります。 

  

  

 （注）従来連結子会社に含めておりました日東みらい建設㈱は、平成18年４月１日をもって、みらい建設

工業㈱と合併しております。 



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 主要な事業の内容には、事業部門の名称を記載しております。 

２ ※１：特定子会社に該当します。 

３ ※２：みらい建設工業株式会社については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。 

      主要な損益情報等 

 
  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有又は
被所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)

みらい建設工業株式会社 
※１ 
※２

東京都 
千代田区

7,000 建設事業 100.0

当社グループの土木・建
築事業部門を主として担
当しております。 
当社より資金援助を受け
ております。 
当社より建物等の賃貸を
受けております。 
当社のシンジケートロー
ンに対して保証を行って
おります。 
役員の兼務 ６名

基礎工業株式会社 東京都大田区 100 建設事業 100.0

当社グループの基礎工事
部門を主として担当して
おります。 
当社より資金援助を受け
ております。 
役員の兼務 １名

みらいジオテック株式会社 東京都江東区 50 建設事業 100.0

当社グループの地盤改良
部門を主として担当して
おります。 
当社より資金援助を受け
ております。 
役員の兼務 １名

テクノマリックス株式会社 東京都江東区 90 建設事業 100.0

当社グループの土木専業
事業部門を主として担当
しております。 
当社より資金援助を受け
ております。 
役員の兼務 １名

株式会社エムズ 東京都中央区 40 建設事業 90.0

当社グループのリノベー
ション工事部門を主とし
て担当しております。 
役員の兼務 １名

みらいシェアードセンター 
株式会社

東京都 
千代田区

10
その他の
事業

100.0

当社グループの事務管理
業務を主として担当して
おります。 
当社より建物の賃貸を受
けております。 
役員の兼務 ４名

名称
売上高 
(百万円)

経常損失
(百万円)

当期純損失
(百万円)

純資産額
(百万円)

総資産額 
(百万円)

みらい建設工業 
株式会社

63,745 2,174 6,866 2,598 48,713



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特記すべき事項はありません。 

  

事業部門の名称 従業員数(人)

グループ経営管理 10

建設事業 920

その他の事業 19

合計 949

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

10 62.4 22.6 5,586,855



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、原油価格の高騰や海外経済の減速等の不安要因はあるもの

の、輸出産業をはじめ多くの業種が業績を向上させ、経済全般の動向は依然として堅調な拡大傾向を持

続しています。民間設備投資も企業収益の増加にともない拡大を見せています。 

 しかし、建設産業に関しては、民間設備投資や住宅投資の増加が見られる反面、政府建設投資は８年

連続の減少になり、建設投資額総額はピーク時の６割の53兆円程度にとどまるなど、その市場環境は依

然として厳しさを増しています。また、平成18年初めより、公共事業における異常な低入札行為が横行

して大きな混乱が生じています。政府においても事態を憂慮し、昨年末に低入札防止緊急対策を講じた

ことにより 近では沈静化の兆しが見えるものの、業界全体では消耗と疲弊度が増しています。 

 このような環境のなかで、当社グループは、グループ全体の効率的、機動的な経営を目指し、中期経

営計画「NEXTみらい21」に基づき経営改革に取り組んでまいりましたが、主要子会社であるみらい建設

工業株式会社において、一般管理費の節減に努めたものの、低入札案件の回避などによる官公庁受注高

の大幅減少、羽田空港Ｄ滑走路建設工事の着工遅延等手持ち工事の進捗の遅れにともなう完成工事高の

減少、建築部門における欠損工事の増加等にともなう工事利益率の低下により、大幅な営業損失を余儀

なくされました。 

 その結果、当連結会計年度の当社グループの受注高は728億22百万円（前連結会計年度比6.3％減)、

売上高は715億18百万円（前連結会計年度比13.3％減）となりました。 

 売上高の内訳は、完成工事高699億20百万円（前連結会計年度比13.5％減)、兼業事業売上高15億97百

万円（前連結会計年度比1.3％増）であります。 

 これを事業区分別に見ると、建設事業のうち、土木部門につきましては、売上高は450億63百万円

（前連結会計年度比9.1％減)、建築部門につきましては248億57百万円（前連結会計年度比20.6％減)、

兼業事業の売上高は前述の通りであります。 

 このように売上高の減少および競争激化等にともなう工事利益率の低下により、経常損失は22億27百

万円（前連結会計年度経常利益５億１百万円）となり、みらい建設工業株式会社の繰延税金資産43億45

百万円を含めグループ全体で47億16百万円の繰延税金資産を取り崩したことにより、当期純損失は69億

14百万円（前連結会計年度当期純利益33百万円）となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純損失20億34百万円となりました

が、売上債権の減少等により３億20百万円増加（前連結会計年度比107.8％増加）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、匿名組合清算配当が有ったこと等により６億40百万円

増加（前連結会計年度比47.6％減少）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、資金調達の安定化を図るため新株予約権付社債の発行

およびシンジケートローンを更新したものの、借入金の返済等により17億82百万円減少（前連結会

計年度比945.7％減少）となりました。 

  

これにより、「現金及び現金同等物の期末残高」は８億21百万円減少し74億72百万円（前連結会計

年度比9.9％減少）となりました。 
  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当連結企業集団が営んでいる事業の大部分を占める建設事業では生産実績を定義することが困難であ

り、建設事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐわないので記載して

おりません。 

なお、参考のため当連結企業集団の事業の状況は次のとおりであります。 

また、生産、受注及び販売の状況における各事項の記載については、消費税等抜きの金額を表示してお

ります。 

(1) 当連結企業集団の受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

 
(注) １ 前期以前に受注した工事で契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高にその

増減額を含めました。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

２ 次期繰越工事の施工高は支出金等により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 当期施工高は(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致します。 

  

期別 工事別
前期繰越
工事高 
(百万円)

当期受注
工事高 
(百万円)

計
(百万円)

当期完成
工事高 
(百万円)

次期繰越工事高 当期
施工高 
(百万円)手持工事高

(百万円)
うち施工高 
(％、百万円)

第63期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

土木 64,648 48,216 112,864 49,575 63,288 2.4 1,518 49,036

建築 21,597 29,509 51,106 31,303 19,802 6.3 1,238 31,790

計 86,245 77,725 163,970 80,879 83,091 3.3 2,757 80,826

第64期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

土木 63,288 41,867 105,156 45,063 60,092 2.9 1,763 45,308

建築 19,802 30,955 50,757 24,857 25,900 3.4 881 24,500

計 83,091 72,822 155,914 69,920 85,993 3.1 2,645 69,808



(2) 連結企業集団の完成工事高 

  

 
(注) １ 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。 

第63期請負金額10億円以上の主なもの 

 
第64期請負金額10億円以上の主なもの 

 
２ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。 

第63期 

 
第64期 

 
  

(3) 連結企業集団の手持工事高(平成19年３月31日現在) 

  

 
(注) 手持工事のうち請負金額10億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
  

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計 
(百万円)

第63期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

土木工事 33,240 16,335 49,575
建築工事 1,657 29,645 31,303

計 34,897 45,981 80,879

第64期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

土木工事 30,243 14,820 45,063
建築工事 1,696 23,160 24,857

計 31,939 37,980 69,920

株式会社東日カーライフグル

ープ
東京日産自動車販売㈱荒川店建替え工事

ＳＭＣ株式会社 ＳＭＣ株式会社草加第１工場１号棟増築工事

医療法人社団明理会 （仮称）鶴川サナトリウム病院増築及び改修工事

関西国際空港用地造成株式会

社
２期空港島埋立工事（造成その３）

首都高速道路公団 

(現 首都高速道路株式会社)
ＨＭ14工区（A-2）（B-2）下部工事

万福寺土地区画整理組合 万福寺土地区画整理事業土木工事（その１）

国土交通省 五條道路犬飼地区改良その他工事

ＯＩＣＣ ７，８，９，１０番タワー全面改修工事

東京都
平成17年度新海面処分場Ｇブロック西側護岸建設工事

（その２)

理研ビタミン株式会社 理研ビタミン㈱草加工場液体ブレンド棟新築工事

  国土交通省 12,395百万円 15.3％

  国土交通省 9,080百万円 13.0％

区分
官公庁 
(百万円)

民間
(百万円)

計 
(百万円)

土木工事 48,041 12,050 60,092
建築工事 1,597 24,303 25,900

計 49,639 36,354 85,993

国土交通省 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 平成21年２月完成予定

芝山グリーンヒル株式会社
(仮称)芝山グリーンヒルゴルフ倶楽部造成

工事
平成20年５月完成予定

日本橋人形町一丁目地区市街地再
開発組合

日本橋人形町一丁目地区第一種市街地再開
発事業

平成19年12月完成予定

株式会社リテック・コンサルタン

ツ
（仮称）一番町デュープレックス新築工事 平成20年４月完成予定

日本道路公団 

（現 東日本高速道路株式会社）
北関東自動車道蓬田トンネル西工事 平成20年１月完成予定



３ 【対処すべき課題】 

当連結会計年度において、土木部門の受注環境の激変、建築部門の採算性の低下および繰延税金資産の

取り崩しによって大幅な損失を計上したことを受け、事業責任を明確にするとともに、当社グループの経

営基盤の強化ならびに活性化を図るべく経営陣の若返りを図ることといたしました。 

 新経営体制においては、現状を「未曾有の危機」と認識し、平成19年度より諸施策を講じて参ります。

 特に経営再建のためには当社グループの中核会社であるみらい建設工業株式会社の再建が重要であると

判断し、同社において、「選択と集中」をキーワードに下記の施策を実施することとしています。 

 （1） 注力する分野・事項 

   ①海洋土木、環境、PFI事業の営業を強化します。 

   ②重要顧客に対する営業を強化します。 

   ③受注における選別基準を明確にし、採算性重視の姿勢を徹底します。 

   ④集合住宅の受注比率を引き下げます。 

   ⑤公共工事における総合評価制度への適応能力を向上させます。 

 (2) 工事原価の低減 

   ①羽田空港Ｄ滑走路工事等手持ち工事の進捗管理、予算管理を徹底します。 

   ②コストダウン、VE提案等仕様・設計変更を積極的に推進します。 

   ③集中購買を徹底します。 

   ④遊休機械・設備等を効率的に運用します。 

 (3) 事業運営体制の効率化の推進 

   ①運営体制のスリム化と効率的な人員配置を推進します。 

   ②支店、営業所等の統廃合および本社移転による固定費の圧縮を推進します。 

   ③年齢構成の歪みの解消と総人件費の圧縮を推進します。 

   ④歳出を徹底して削減します。 



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

(1) 公共投資の縮減 

当社グループの主要な事業である建設事業において、想定を超える公共投資の縮減による大幅な公

共事業の削減が行われた場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

(2) 取引先に関するリスク 

当社グループの主要な事業である建設事業においては、工事目的物の引渡時に多額の請負代金を受

領する条件での契約が多いため、請負代金の受領前に取引先が信用不安に陥った場合には、当社グル

ープの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 主要材料の価格高騰 

当社グループの主要な事業である建設事業においては、請負代金に占める材料費の割合が大きく、

主要材料の価格の高騰が契約変更にいたらない場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

(4) 金利上昇によるリスク 

大幅な金利の引き上げが行われた場合には、金融収支の悪化により当社グループの業績と財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 保有資産の時価の下落 

保有する有価証券や不動産等の時価の下落が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に

影響を及ぼす可能性があります。 

(6) 労働災害のリスク 

安全を 優先に工事施工等を行っておりますが、予期しない重大な労働災害が発生した場合には、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

(7) 工事目的物の瑕疵担保責任リスク 

提供する製品に対しては、徹底した品質管理システムを有効に機能させておりますが、予期しない

製品の欠陥により瑕疵担保責任等による損害賠償が発生した場合には、当社グループの業績と財務状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

(8) カントリーリスク 

海外工事において、相手国の政情悪化や経済政策・法律の変更、テロや戦争が発生した場合には、

当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

(9) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

詳細については、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」をご参照ください。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

シンジケートローン契約の締結  

 当社は、資金調達の安定化および多様化を図る手段として、平成18年９月12日付で株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行および株式会社りそな銀行をジョイント・アレンジャーとする総額81億円のシンジケートローン

契約を締結いたしました。 

シンジケートローンの概要は、次のとおりであります。  

  ① 契約金           81億円  

  ② 契約締結日         平成18年９月12日  

  ③ 借入実行日         平成18年９月29日  

  ④ 借入期間          短期：24億円 １年間  

                  長期：57億円 ３年間  

  ⑤ ジョイント・アレンジャー  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行・株式会社りそな銀行  

  ⑥ コ・アレンジャー      株式会社みずほ銀行  

  ⑦ エージェント        株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  

  ⑧ 貸付人  

    株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行    株式会社りそな銀行     株式会社みずほ銀行  

    台湾銀行株式会社         ダイヤモンドリース株式会社 

    東京都信用農業協同組合連合会    住友信託銀行株式会社    株式会社みなと銀行 

    住商リース株式会社        第一商業銀行株式会社    株式会社中京銀行 

    あいおい損害保険株式会社     株式会社京都銀行      株式会社第三銀行      

     ユーエフジェイセントラルリース株式会社             エムジーリース株式会社  

    スルガ銀行株式会社        株式会社八十二銀行     株式会社新銀行東京     

    みずほ信託銀行株式会社      株式会社愛知銀行      株式会社十六銀行      

    東銀リース株式会社        物産キャピタル株式会社 

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループは、受注の拡大と生産性の向上、ならびに高品質の製品を提供するため、グループ各社に

おいて、新工法の研究開発と保有技術の改良活動を推進しております。 

 当連結会計年度は研究開発費として123百万円を投入しております。 

 主な研究開発活動は次の通りです。 

  

土木系 

(1)コンパクショングラウチングデンバーシステム（CPG工法）の研究 

 CPG工法は、流動性の極めて低いモルタルを地盤中に圧入して均質な固結体を連続的に造成し、こ

の固結体による締め固め効果で周辺地盤を強化するものです。現在、「静的圧入締固め工法の繰返し

圧入効果に関する研究」と題し、独立行政法人港湾空港技術研究所等とともに共同研究に取り組んで

おります。 



(2)護岸・岸壁の耐震補強・増深技術(SG-Wall工法)の開発 

 地震に対して粘り強く、しかも安価な岸壁や護岸の改良（リニューアル）技術を目指し、矢板やケ

ーソンの背面に固化処理土と面状補強材（ジオグリッド）の複合構造を適用した新しい構造体(SG-

Wall工法)を開発するため、独立行政法人港湾空港技術研究所等とともに共同研究に取り組んでおり

ます。 

(3)ピストンモード波浪共振現象を利用した環境共生型護岸・岸壁(エディフォーム)の開発  

 海域環境の改善を目指し、波エネルギーをピストンモードの波浪共振現象を利用して鉛直の渦流に

変換することで、消波効果を得るとともに、動力を用いずにエアレーションを行い、海水中の溶存酸

素量を増加させる護岸・岸壁構造体(エディフォーム)の開発を愛媛大学等とともに行っております。

(4)減容化処理工法（サンプラスター工法）の開発 

 サンプラスター工法は、石こう系の特殊添加材と天日乾燥を利用した減容化・土壌化工法で、軟泥

土を有効利用できるばかりでなく、処分地の必要容量を減じることが注目されており、平成17年度よ

り工事実績があります。また、吉野石膏株式会社の協力により、使用材料の全国的な需給体制の整備

も整いました。 

 平成19年度に、国土交通省新技術登録システムNETISに登録予定であります。 

(5)高靭性固化処理土の開発 

 護岸などの不透水層や処分場などの遮水材料に利用することを目的として、従来のセメント改良土

に特殊混和材を混合することで、変形性能と遮水性能を同時に向上させる新しい固化処理技術の開発

を進めております。なお、当連結会計年度に新海面処分場において遮水工の工事を実施しておりま

す。 

(6)海底地盤の底質改善技術の開発 

 富栄養化の進行により有機物や有機汚泥が堆積した海底地盤に対し、厚さ15cmという超薄層で覆砂

することで底質を改善し、漁場として復旧する技術を開発しております。 

(7)プラスチックドレーン工法（エコPD・SPD工法）の開発 

 エコPD工法は、地球環境の視点で開発した省資源・省エネドレーン工法で、トウモロコシなどの植

物を原料とした生分解性ドレーン材の開発を行っております。また、SPD工法は従来のプラスチック

ドレーンに大気圧を利用して、軟弱地盤中の水を強制的に排出する工法で、工期短縮・工費削減を目

指して開発を進めております。 

(8)既設構造物下への非破壊検査技術の開発 

 既設構造物下の空洞の有無を破壊することなく電磁波を使って検査し、さらに効率的な維持・補修

する技術の開発を行っております。 

(9)長距離、曲線塩ビ管推進工法の開発 

 塩ビ管は鉄筋コンクリート管に比べ、耐震性、耐腐食性、あるいは流下能力に優れるにもかかわら

ず、推進工法のシェアでは未だに鉄筋コンクリート管が圧倒的優位にあります。これは、現存する塩

ビ管推進工法が排泥輸送や、推進力伝達ロッドの耐荷力の問題等により、推進延長が80ｍ程度と短距

離の施工に限られていることにあります。そこで当社グループでは、保有技術である小口径長距離急

曲線推進工法－ミクロ工法の技術を活用・応用し、これまでの技術にはない、塩ビ管における長距

離・急曲線推進工法（約200m、100R）の開発を行っております。 

  



建築系 

(1)非構造体耐震工法の研究 

 宮城県沖地震による建物への影響（破壊・崩落）を調査・検討し、地震時における非構造体への被

害を 小限に押える技術開発に取り組んでいます。 

(2)誘発目地に関する工法の研究 

 鉄筋コンクリート造(RC造)は、乾燥収縮・温度収縮によりひび割れが発生するため、目地以外及び

開口部廻りのひび割れを抑制する方法の技術開発に取り組んでいます。 

(3)戸建て免震住宅工法の開発 

 他機関との共同研究により、建物重量が軽く地震時に伝わる振動を免震装置によって制御すること

が難しい戸建て住宅の技術開発に取り組んでいます。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、財政状態及び経営成績の報告数値に影響を与

える見積りは、主に貸倒引当金、完成工事補償引当金、賞与引当金、受注工事損失引当金、退職給付債

務の数理計算における基礎率及び予想数値および工事進行基準による工事収益等であり、これらについ

ては一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠し合理的な評価を行っております。 

 なお、見積りは、過年度の実績や適切な仮定及び情報等に基づき行っておりますが、確定した金額と

異なる場合があります。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1)業績」

に記載しているとおりであります。 

 以下、経営成績に重要な影響を与える要因を分析しております。 

① 売上高 

 当連結会計年度の売上高は715億18百万円（前連結会計年度比13.3％減）となりました。これを事業

区分別に分析すると、建設事業のうち土木工事は450億63百万円（前連結会計年度比9.1％減）、建築工

事は248億57百万円（前連結会計年度比20.6％減）、兼業事業は15億97百万円（前連結会計年度比1.3％

増）となりました。 

② 売上総利益 

 売上総利益は、完成工事高の減少により完成工事総利益は29億26百万円（前連結会計年度比51.6％

減）、兼業事業総利益は２億49百万円（前連結会計年度比29.3％増）となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

 販売費及び一般管理費は49億５百万円（前連結会計年度比9.3％減）と、前連結会計年度と比較して

５億３百万円の減少となりました。 

④ 営業損失 

 営業損失は、一般管理費の節減に努めたものの売上高の減少等により、17億29百万円と前連結会計年

度と比較して25億63百万円の減少となりました。 

⑤ 営業外損益 

 営業外損益は△４億97百万円と前連結会計年度と比較して１億66百万円の減益となりました。これ

は、支払利息の増加等金融収支の支払超過が主たる要因であります。 

⑥ 経常損失 

 経常損失は22億27百万円と前連結会計年度と比較して27億29百万円の減少となりました。 

⑦ 特別損益 

 特別損益は、匿名組合清算配当13億66百万円などを特別利益に計上したものの、投資不動産売却損や

貸倒損失などを特別損失に計上したことにより、１億93百万円と前連結会計年度と比較して30百万円の

増益となりました。 

⑧ 当期純損失 

 当期純損失は、繰延税金資産の取崩などにより69億14百万円と前連結会計年度と比較して69億48百万

円の減益となりました。 



(3) 資本の財源及び資金の流動性 

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して44

億13百万円多い３億20百万円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純損失となりま

したが、売上債権の減少並びに未収入金の減少等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して５億80百万円少ない６億40百万

円のキャッシュを得ております。これは、匿名組合清算配当が有ったこと等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度と比較して19億92百万円少ない17億82百万

円の資金使用となりました。これは、資金調達の安定化を図るため新株予約権付社債の発行及びシンジ

ケートローンを更新したものの、借入金の返済等行なったことによるものであります。 

 これらにより、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して８億21

百万円少ない74億72百万円となりました。 

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資の総額は293百万円であり、その主な内訳は工事用機械工具等で173百万円

で、他に施工能力に重大な影響を与えるような固定資産の除却・撤去等はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

 
  

(2) 国内子会社 

  

 
  

(3) 在外子会社 

該当事項はありません。 

  

(注) １ 土地及び建物の一部を連結会社以外から賃借しており、年間賃借料は562百万円であります。 

２ 金額には消費税等を含んでおりません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業部門の
名称

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物・ 

構築物
機械装置
・運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

本店 
(東京都千代田区)

グループ 
経営管理

3 ─
1,247
(33)

145 1,396 10

会社名
事業所名 
(所在地)

事業部門の 
名称

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物・

構築物
機械装置
・運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

みらい建設 
工業㈱

本店他 
(東京都千代田
区)

建設事業 123 76
76
(88)

37 313 792

基礎工業㈱
本店 
(東京都大田区)

建設事業 3 60
0
(0)

4 69 21

みらい 
ジオテック㈱

本店 
(東京都江東区)

建設事業 3 216
168
(3)

1 388 42

テクノマリッ
クス㈱

本店他 
(東京都江東区)

建設事業 68 523
─
(─)

26 618 37



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 118,920,000

計 118,920,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 37,978,548 39,311,881
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 37,978,548 39,311,881 ― ―

事業年度末現在
（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 20 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,496,500 （注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成18年10月２日
至 平成21年９月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   286
資本組入額 143（注）３

同左

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使
はできないものとする。 
 その他の条件は、当社と
新株予約権の割当てを受け
た者との間で締結した「株
式会社みらい建設グループ
第１回乃至第４回新株予約
権買取契約証書」で定める
ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡すると
きは、当社取締役会の決議
による承認を要するものと
する。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─



（注）１ 本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、50,000,000円(以下「出資金額」

という。)を行使価額(以下に定義する。)で除して得られる 大整数とし、本新株予約権複数個の行使請

求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対象となった本新株予約権の数に出資金額を乗

じた金額を行使価額で除して得られる 大整数とする(１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

現金による調整は行わない。)。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本新株予約権の総

数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる 大整数となる。ただし、行使価額が修正または

調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。 

２ ①本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、上記１に定める出資金額とする。なお、修

正開始日(以下に定義する。)後の包括行使請求または個別行使請求に基づく本新株予約権の行使に際し

て新株予約権１個につき出資される財産の価額もこれと同額とする。 

②本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式１株

あたりの価額(以下「行使価額」という。)は、当初286円とする。ただし、下記③または下記④に従

い、修正または調整される。 

③行使価額の修正 

 当社は、平成19年１月４日以降、平成20年９月29日までの間、当社取締役会が資金調達のために必要

と認めた場合には、修正開始日(行使価額修正の決定を行った日(以下「行使価額修正決議日」とい

う。)の６銀行営業日後の日をいい、以下「修正開始日」という。)以降、本新株予約権の要項に従って

本新株予約権の行使価額が修正される旨を決定(以下「行使価額修正の決定」という。)することがで

き、この決定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたことおよび修正開始日を、行

使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知するものとする。 

 行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、修正開始日(当日を含む。)から修正開始日の翌月

の第３金曜日まで(当日を含む。)の期間においては、修正開始日の前銀行営業日まで(当日を含む。)の

３連続取引日(ただし、終値(気配表示を含む。以下同じ。)のない日は除き、修正開始日の前銀行営業

日が取引日でない場合には、修正開始日の前銀行営業日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以

下「修正開始日行使価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てる。)に、修正開始日の翌月の第３金曜日の翌日以後においては、毎月第３金曜日(以下「決定

日」という。)の翌日以後、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引日(ただし、終値のない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「修正後行使

価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の

平均値の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。)に、そ

れぞれ修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。なお、修正開始日行使価額

算定期間または修正後行使価額算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額

は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修

正後行使価額が110円(ただし、下記④による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る

場合には、修正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が440円(ただし、下記④よる調整を受

ける。以下「上限行使価額」という。)を上回る場合には、修正後行使価額は上限行使価額とする。 

④行使価額の調整 

 当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性があ

る場合は、次に定める算式をもって行使価額を調整する。 

 
３  本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定める

ところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を

生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

  

 
既発行
普通株
式数

  
＋

交付普通
×

１株あたりの

株式数 払込金額

調 整 後 
行使価格

＝ 
調 整 前
行使価格

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数



② 新株予約権付社債 

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。 

 
（注）１ 本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求する本新株予約権に係る本

社債の払込金額の総額を転換価額で除して得られる 大整数とする。 

   ２  ①本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社債の価

額はその払込金額と同額とする。 

②転換価額は、当初220円とする。 

③転換価額の修正 

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日(以下「決定日」という。)の翌取引日以降、転換価額

は、決定日まで(当日を含む。)の５連続取引日(ただし、終値(気配表示を含む。以下同じ。)のない日

は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時

価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平

均値の90％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下「決

定日価額」という。)に修正される。なお、時価算定期間内に、転換価額の調整事由が生じた場合に

は、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する金額に調整され

る。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が110円(ただし、下記④による調整を受ける。以下「下限

転換価額」という。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が330円

(ただし、下記④による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後の転

換価額は上限転換価額とする。 

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年９月29日発行）

事業年度末現在
（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 3 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ─

新株予約権の目的となる株式の数（株） 800,000 （注）1 ─

新株予約権の行使時の払込金額（円） 187.5 （注）2 ─

新株予約権の行使期間
自 平成18年10月２日
至 平成20年９月26日

─

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   187.5
資本組入額   94 （注）3

─

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使
はできないものとする。

─

新株予約権の譲渡に関する事項

会社法第254条第２項本
文及び第３項本文の定めに
より本社債または本新株予
約権のうち一方のみを譲渡
することはできない。

─

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際
して出資される財産は、当
該本新株予約権に係る本社
債とし、当該本社債の価額
はその払込金額と同額とす
る。

─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─ ─

新株予約権付社債の残高（百万円） 150 ─



④転換価額の調整 

 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能

性がある場合は、次に定める算式をもって転換価額を調整する。 

 
３ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定める

ところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を

生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額よ

り増加する資本金の額を減じた額とする。 

４ 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債は、平成19年５月17日付で当社普通株式への転換が全額完了

しております。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 第三者割当 

発行価格  280円 
資本組入額 280円 
割当先   日本鋼管株式会社、エヌケーケートレーディング株式会社 

２ 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。 

３ 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。 

４ 平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間に、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行

使により、発行済株式総数が1,333,333株、資本金が75百万円及び資本準備金が75百万円増加しておりま

す。 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式62,884株は、「個人その他」に62単元及び「単元未満株式の状況」に884株を含めて記載しており

ます。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が４単元含まれております。 

  

 
既発行
普通株
式数

  
＋

交付普通
×

１株あたりの

株式数 払込金額

調 整 後 
転換価格

＝ 
調 整 前
転換価格

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成14年８月29日 
(注)１

1,000,000 29,730,000 280 3,280 ― 495

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
(注)２

3,709,198 33,439,198 500 3,780 499 994

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 
(注)３

4,539,350 37,978,548 424 4,205 424 1,419

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 36 31 64 22 1 3,664 3,818 ―

所有株式数 
(単元)

― 7,972 1,967 8,352 1,246 2 18,267 37,806 172,548

所有株式数 
の割合(％)

― 21.09 5.20 22.09 3.30 0.00 48.32 100 ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社東日カーライフグルー
プ

東京都品川区西五反田４丁目32－１ 2,245 5.91

みらい建設グループ取引先持株
会

東京都千代田区平河町１丁目４－９ 1,565 4.12

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 1,434 3.78

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１－１ 1,400 3.69

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 1,340 3.53

松井証券株式会社（業務口) 東京都千代田区麹町１丁目４ 1,001 2.64

日章興業株式会社 東京都千代田区麹町１丁目８－８ 967 2.55

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２－１ 938 2.47

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７－３ 829 2.18

ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－３ 700 1.84

計 ― 12,422 32.71



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権４個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式884株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   62,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

37,744,000
37,744 ―

単元未満株式 普通株式  172,548 ― ―

発行済株式総数 37,978,548 ― ―

総株主の議決権 ― 37,744 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱みらい建設グループ

東京都千代田区平河町 
１―４―９

62,000 ─ 62,000 0.16

計 ― 62,000 ─ 62,000 0.16



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第221条第６項による取得 

 
会社法第155条第７号による取得 

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取による株式数は含まれておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取による株式数は含まれておりません。 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 1,847 533,638

当期間における取得自己株式 ─ ─

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 7,800 1,643,386

当期間における取得自己株式 2,804 355,846

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他(  ─  ) ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 62,884 ― 65,688 ―



３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識し、安定的かつ継続的な配当を基本

に、業績の状況、配当性向および今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを総合的に勘案し

て、行なうこととしております。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は取締役会

であります。 

 当事業年度の剰余金の配当につきましては、大幅な当期純損失が発生したことから、誠に遺憾ながら無

配とさせていただきました。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 328 283 346 333 297

低(円) 165 177 186 225 129

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) 226 219 203 215 219 218

低(円) 205 170 191 198 197 129



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 
会長

井 上 興 治 昭和18年11月１日生

平成10年４月 運輸省(現 国土交通省)大臣官房

技術総括審議官

注３ 12

平成12年８月 財団法人沿岸開発技術センター理

事長

平成15年４月 新日本製鐵株式会社顧問

平成16年２月 当社顧問

平成16年４月 みらい建設工業株式会社代表取締

役社長

平成16年６月 当社取締役副社長

平成17年６月 当社代表取締役社長 

平成19年６月 当社取締役会長 現在に至る

代表取締役 
社長

明 石 惠 介 昭和26年11月22日生

昭和52年４月 大都工業株式会社入社

注３ 10

平成12年７月 当社執行役員経営企画室長

平成14年４月 当社執行役員企画部長

平成15年４月 当社執行役員マネジメントグルー

プ経営企画管理担当

平成15年６月 当社取締役マネジメントグループ

経営企画管理担当

平成16年６月 当社取締役 

平成18年６月 当社取締役社長付

平成19年４月 当社取締役経営企画グループ担当

平成19年６月 みらい建設工業株式会社代表取締

役社長(現任)

平成19年６月 当社代表取締役社長 現在に至る

代表取締役 
副社長

増 井 正 明 昭和20年６月14日生

昭和44年４月 当社入社

注３ 17

平成14年４月 当社取締役社長室担当

平成15年４月 当社取締役マネジメントグループ

長

平成15年６月 当社常務取締役マネジメントグル

ープ長

平成15年８月 当社常務取締役社長室長

平成17年６月 当社専務取締役社長室長 

平成18年４月 当社専務取締役経営企画グループ

担当

平成18年６月 当社取締役副社長経営企画グルー

プ担当

平成19年４月 当社取締役副社長

平成19年６月 みらい建設工業株式会社代表取締

役副社長(現任)

平成19年６月 当社代表取締役副社長 現在に至

る

専務取締役
総務グルー

プ・経理財務
グループ担当

橋 内 悦 生 昭和22年６月８日生

昭和45年４月 三井港湾開発株式会社(現 みら

い建設工業株式会社)入社

注３ 8

平成14年３月 当社取締役

平成14年４月 当社取締役総務部長

平成15年４月 当社取締役マネジメントグループ

総務担当

平成16年６月 当社取締役

平成17年６月 当社常務取締役総務・人事グルー

プ長

平成18年４月 当社常務取締役総務グループ担当 

平成19年６月 みらい建設工業株式会社代表取締

役専務(現任)

平成19年６月 当社専務取締役総務グループ・経

理財務グループ担当 現在に至る



 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役
事業会社担

当・国際担当
池 田 秋 次 昭和21年９月30日生

昭和44年３月 大都工業株式会社入社

注３ 12

平成11年10月 当社取締役東京支店長

平成13年６月 当社常務取締役土木本部副本部長

平成14年４月 当社取締役

平成14年６月 当社常務取締役

平成15年４月 当社常務取締役事業開発グループ

長

平成16年６月 みらい建設工業株式会社代表取締

役副社長

平成16年６月 当社取締役 

平成19年６月 当社取締役事業会社担当・国際担

当 現在に至る

取締役 炭 竈 紘 樹 昭和17年10月15日生

昭和41年４月 東京日産自動車販売株式会社(現 

株式会社東日カーライフグルー

プ)入社

注３ ―

平成９年６月 同社取締役企画室長

平成12年６月 当社取締役 現在に至る

平成13年６月 東京日産自動車販売株式会社(現 

株式会社東日カーライフグルー

プ)常務取締役企画室担当

平成15年６月 同社代表取締役社長

平成19年６月 株式会社東日カーライフグループ

取締役会長(現任)

監査役 
常勤

大 峯 秀 人 昭和24年５月18日生

昭和47年４月 当社入社

注４ 10

平成14年３月 日東みらい建設株式会社（現みら

い建設工業株式会社）執行役員総

務部長

平成15年４月 同社執行役員事務管理部長

平成18年４月 みらい建設工業株式会社執行役員

首都圏支店副支店長兼首都圏支店

総務部長

平成19年４月 同社執行役員首都圏事業部総務部

長

平成19年６月 当社監査役 現在に至る

監査役 
常勤

井 上 晴 樹 昭和24年１月29日生

昭和47年４月 当社入社

注４ 16

平成14年３月 みらい建設工業株式会社東京支店

技術部長

平成15年７月 同社東京支店副支店長

平成17年４月 同社施工本部土木部長

平成19年４月 同社建設本部土木部長

平成19年６月 当社監査役 現在に至る

監査役 川 辺 利 允 昭和14年11月16日生

昭和37年４月 株式会社三菱銀行(現 株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

注４ 2

昭和63年５月 同行神田橋支店長

平成２年１月 ダイヤモンド抵当証券株式会社常

務取締役

平成３年10月 ダイヤモンドスタッフサービス株

式会社代表取締役専務

平成10年６月 ダイヤモンド不動産株式会社代表

取締役社長

平成13年６月 当社監査役 現在に至る



 
(注) １ 取締役炭竈紘樹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役川辺利允および松吉威夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。 

４ 監査役大峯秀人、井上晴樹および川辺利允の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平

成23年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

５ 監査役松吉威夫の任期は、平成16年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。 

６ 当社では取締役会の活性化を図るとともに、業務執行機能の強化を行なうため執行役員制度を導入してお

ります。 

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

監査役 松 吉 威 夫 昭和35年６月15日生

昭和61年４月 東京地方裁判所判事補任官

注５ ─

平成６年４月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

平成６年７月 東京神田法律事務所(現 西神田

法律事務所)

平成16年６月 当社監査役 現在に至る

計 87

役名 氏名 職名

執行役員 五 関  淳 経営企画グループ担当



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(１) 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス

体制の状況 

当社は、事業会社の株式を所有し、その事業活動を支配、管理を主たる事業目的とする純粋持株会社

として、健全で持続的な成長・発展のためには、コーポレート・ガバナンスの確立が極めて重要である

との認識から、特に、経営に関する監査機能の充実、コンプライアンスの徹底、ディスクロージャーの

強化等に取り組んでおります。 

 具体的には、原則として毎月開催される取締役会において、法令・定款・取締役会規程の定めるとこ

ろにより当社およびグループ全体の経営方針・業務執行における重要な決定事項を討議・決定しており

ます。さらには、子会社の取締役を兼務する取締役が常時子会社の取締役会に出席することにより、グ

ループ全体の経営方針・経営戦略の浸透と業務の執行状況の把握を行っております。また、透明性の高

い経営を行うために社外取締役２名を選任しております。さらに、経営上の意思決定の迅速化と業務執

行の責任体制の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。 

 監査役会は社外監査役２名を含む４名で構成され、常勤監査役は取締役会をはじめ経営会議等社内の

重要会議にも出席しており、必要に応じ、適宜質問・提言をする等、取締役の職務執行を適正に監査し

ております。 

 また、内部監査体制を整えるため、内部監査グループを設け、子会社のコンプライアンス室等監査担

当部門と連携し、子会社を含め、各業務執行部門に対する業務監査を随時実施しております。 

なお、コーポレート・ガバナンス体制の模式図は下記のとおりであります。 

  
 

  

(２) 内部統制システムの整備の状況 

当社グループは、持株会社制を採用している点からも、当社、グループ各社、グループ全体のコーポ

レート・ガバナンスの実効性をより具現化できるシステムと位置付けており、毎期末に整備状況を確認

し、改善・追加を行い、当社グループ独自の当社グループに根付いたシステムとすべきと考えておりま

す。 



(３) 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関

係の概要 

当社グループは、社外取締役・社外監査役の就任によって社会性、透明性の高い経営活動を進めてま

いります。 

 社外取締役の炭竈紘樹氏が代表取締役に就任している株式会社東日カーライフグループおよび永田和

一氏が専務取締役に就任している三井不動産株式会社は、当社の株主であり、資本的関係があります。

また、当社グループ会社は株式会社東日カーライフグループおよび三井不動産株式会社と営業取引関係

があります。 

 なお、炭竈紘樹氏は平成19年６月27日付をもって代表取締役を退任し、取締役会長に就任しておりま

す。また、永田和一氏は平成19年６月28日付をもって当社の社外取締役を退任いたしました。 

(４) 責任限定契約 

当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、また社外監査役が期待される役割

を十分発揮することができるよう、その損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款

に定めており、社外取締役および社外監査役は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

 その概要は次のとおりであります。 

①社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法

第427条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。 

②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役および社外監査役がその責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。 

(５) 特別取締役 

当社は、取締役会規程において、特別取締役による取締役会の決議について次のとおり定めておりま

す。 

①取締役会は、特別取締役３名以上を選任することができる。 

②特別取締役は、次の事項の決議をすることができる。 

 ・重要な財産の処分及び譲受け 

 ・多額の借財 

③前項の決議は、議決に加わることができるものの過半数が出席し、その過半数で行う。 

④特別取締役の互選によって定められたものは、前項の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締

役以外の取締役に報告しなければならない。 

(６) 取締役の定数 

当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めています。 

(７) 取締役の選任決議の要件 

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めておりま

す。 

(８) 自己の株式の取得の決定機関 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とするこ

とにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。 

(９) 剰余金の配当の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、株主総会の決議によら

ず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、必要に応じた機動的な

剰余金の配当の実施を可能とするためです。 



(10) 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

ています。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易にし、会社意思の決定の迅速化と

適切な対応ができることを目的としています。 

(11) 役員報酬の内容 

 
(注) １ 役員報酬は、当社および連結子会社の合計を記載しております。 

２ 社外取締役および社外監査役は、連結会社外の取締役および監査役であります。 

３ 上記以外に当社および連結子会社が支払った退職慰労金は、取締役71百万円であります。 

(12) 監査報酬の内容 

 
(注) 監査報酬は、当社および連結子会社の合計を記載しております。 

(13) 会計監査の状況 

① 業務を執行した公認会計士の氏名 

髙 橋 哲 雄 (城東監査法人、提出会社に係る継続監査年数８年) 

椎 野 泰 孝 (城東監査法人、提出会社に係る継続監査年数15年) 

竹 森 順 一 (城東監査法人) 

② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 １名 

会計士補  ４名 

  

  

取締役の年間報酬総額 240百万円(うち社外取締役  ７百万円)

監査役の年間報酬総額 44百万円(うち社外監査役 14百万円)

公認会計士法第２条第１項に規定する 
業務に基づく報酬

 27百万円

上記以外の報酬  ─



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建

設省令第14号)に準じて記載しております。 

なお、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)の規定に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)及び前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年

４月１日から平成19年３月31日まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、城東監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

     (資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 8,294 7,472

   受取手形・完成工事 
   未収入金等

※８ 36,167 33,043

   販売用不動産 ※２ 596 870

   未成工事支出金等 3,202 3,060

   不動産事業支出金 1,285 794

   繰延税金資産 824 272

   未収入金 4,215 3,394

   その他 1,038 1,255

   貸倒引当金 △88 △42

   流動資産合計 55,535 75.9 50,122 80.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    建物・構築物 ※２ 531 503

    機械装置・運搬具 ※２ 9,085 8,731

    土地 ※２ 1,738 1,492

    その他 943 732

    減価償却累計額 △9,153 △8,674

   有形固定資産合計 3,145 2,786

 ２ 無形固定資産

    連結調整勘定 579 ─

    のれん ─ 483

    その他 121 108

   無形固定資産合計 700 591

 ３ 投資その他の資産

    投資有価証券
※１ 
※２

6,650 6,230

    長期貸付金 118 113

    繰延税金資産 4,110 63

    投資不動産 ※２ 1,367 628

    その他 2,257 2,805

    貸倒引当金 △675 △758

   投資その他の資産合計 13,829 9,082

   固定資産合計 17,675 24.1 12,460 19.9

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 12 16

   繰延資産合計 12 0.0 16 0.0

   資産合計 73,223 100 62,599 100



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

     (負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・工事未払金等 ※８ 31,432 31,668

   返済期限１年内の 
   長期未払金

※２ 53 77

   短期借入金
※２ 
※３

15,613 12,609

   未払法人税等 202 195

   未成工事受入金等 2,657 2,747

   完成工事補償引当金 67 62

   賞与引当金 236 51

   受注工事損失引当金 23 380

   その他 4,529 2,497

   流動負債合計 54,817 74.9 50,290 80.3

Ⅱ 固定負債

   新株予約権付社債 ─ 150

   長期借入金
※２ 
※３

2,693 3,566

   長期未払金 ※２ 1,199 1,098

   繰延税金負債 581 327

   退職給付引当金 5,000 5,092

   その他 109 98

   固定負債合計 9,585 13.1 10,333 16.5

   負債合計 64,402 88.0 60,623 96.8

    (少数株主持分)

  少数株主持分 11 0.0 ― ―

     (資本の部)

Ⅰ 資本金 ※６ 3,780 5.2 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 994 1.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 3,019 4.1 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,028 1.4 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※７ △13 △0.0 ― ―

   資本合計 8,809 12.0 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

73,223 100 ― ─



 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

     (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 ― ― 4,205 6.7

   資本剰余金 ― ― 1,419 2.3

   利益剰余金 ― ― △4,099 △6.6

   自己株式 ― ― △16 △0.0

   株主資本合計 ― ― 1,509 2.4

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 
   差額金

― ― 471 0.7

   繰延ヘッジ損益 ― ― △19 △0.0

   評価・換算差額等合計 ― ― 452 0.7

Ⅲ 新株予約権 ― ― 1 0.0

Ⅳ 少数株主持分 ― ― 12 0.0

   純資産合計 ― ― 1,976 3.2

   負債純資産合計 ― ― 62,599 100



② 【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 82,456 100 71,518 100

Ⅱ 売上原価 76,213 92.4 68,342 95.6

   売上総利益 6,243 7.6 3,175 4.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 5,409 6.6 4,905 6.8

   営業利益又は 
   営業損失（△）

833 1.0 △1,729 △2.4

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 18 34

   受取配当金 166 135

   雑収入 57 242 0.3 19 189 0.3

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 403 455

   シンジケートローン 
   手数料

134 173

   社債発行費償却 12 17

   雑支出 24 574 0.7 40 687 1.0

   経常利益又は 
   経常損失（△）

501 0.6 △2,227 △3.1

Ⅵ 特別利益

   前期損益修正益 2 ─

   固定資産売却益 ※２ 84 13

   投資有価証券売却益 485 184

   匿名組合清算配当金 ─ 1,366

   その他特別利益 52 625 0.8 113 1,678 2.4

Ⅶ 特別損失

   前期損益修正損 4 5

   固定資産除売却損 ※３ 109 78

   減損損失 6 ─

   投資有価証券売却損 2 1

   投資有価証券評価損 6 27

   役員退職慰労金 187 55

   貸倒損失 ─ 394

   貸倒引当金繰入額 10 71

   投資不動産売却損 33 422

   販売用不動産等評価損 ─ 170

   その他特別損失 101 462 0.6 257 1,484 2.1

   税金等調整前当期純利益 
    又は税金等調整前当期純 
   損失（△）

664 0.8 △2,034 △2.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

178 160

   法人税等調整額 449 628 0.8 4,716 4,877 6.8

   少数株主利益 2 0.0 2 0.0

   当期純利益又は 
   当期純損失（△）

33 0.0 △6,914 △9.6



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 495

Ⅱ 資本剰余金増加高

   新株予約権の行使による 
   増加高

499 499

Ⅲ 資本剰余金期末残高 994

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,167

Ⅱ 利益剰余金増加高

   当期純利益 33 33

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 株主配当金 178

 ２ 役員賞与金 2

   (うち監査役賞与) (―) 180

Ⅳ 利益剰余金期末残高 3,019



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,780 994 3,019 △13 7,781

連結会計年度中の変動額

 新株予約権付社債の行使 424 424 849

 剰余金の配当  （注） △200 △200

 役員賞与の支給  （注） △4 △4

 当期純損失 △6,914 △6,914

 自己株式の取得 △2 △2

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

424 424 △7,119 △2 △6,271

平成19年３月31日残高(百万円) 4,205 1,419 △4,099 △16 1,509

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,028 ─ 1,028 ─ 11 8,821

連結会計年度中の変動額

 新株予約権付社債の行使 849

 剰余金の配当  （注） △200

 役員賞与の支給  （注） △4

 当期純損失 △6,914

 自己株式の取得 △2

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△557 △19 △576 1 1 △573

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△557 △19 △576 1 1 △6,844

平成19年３月31日残高(百万円) 471 △19 452 1 12 1,976



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前当期純利益又は
   税金等調整前当期純損失（△）

664 △2,034

 ２ 減価償却費 422 357
 ３ 減損損失 6 ─
 ４ 連結調整勘定償却額 96 ─
 ５ のれん償却額 ─ 96
 ６ 固定資産除売却損益(益：△) 24 64
 ７ 投資不動産売却損益(益：△) 33 422
 ８ 投資有価証券評価損 6 27
 ９ 投資有価証券売却損益(益：△) △482 △183
 10 貸倒引当金の増減額(減少：△) △124 37
 11 退職給付引当金の増減額(減少：△) 309 91
 12 受取利息及び受取配当金 △184 △170
 13 匿名組合清算配当金 ─ △1,366
 14 支払利息 403 455
 15 為替差損益(差益：△) △4 △0
 16 売上債権の増減額(増加：△) △5,436 3,124
 17 未成工事支出金等の増減額(増加：△) △138 141
 18 たな卸資産の増減額(増加：△) △5 491
 19 未収入金の増減額(増加：△) 896 821
 20 仕入債務の増減額(減少：△) 1,888 342
 21 未成工事受入金等の増減額(減少：△) △1,226 89
 22 預り金の増減額(減少：△) ─ △2,198
 23 その他資産・負債の増減額(減少：△) △562 351
 24 その他 187 55
    小計 △3,224 1,017
 25 利息及び配当金の受取額 26 103
 26 利息の支払額 △293 △561
 27 法人税等の支払額 △413 △178
 28 その他 △187 △60
   営業活動によるキャッシュ・フロー △4,092 320
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 有形固定資産の取得による支出 △124 △228
 ２ 有形固定資産の売却による収入 1,019 208
 ３ 投資有価証券の取得による支出 △2,487 △1,501
 ４ 投資有価証券の売却による収入 2,620 1,171
 ５ 投資不動産の売却による収入 72 37
 ６ 貸付けによる支出 △126 △290
 ７ 貸付金の回収による収入 187 75
 ８ 匿名組合清算配当による収入 ─ 1,178
 ９ その他 58 △10
   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,220 640
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
 １ 短期借入金の純増減額(減少：△) △1,135 △3,793
 ２ 長期借入れによる収入 4,300 5,495
 ３ 長期借入金の返済による支出 △3,553 △4,067
 ４ 長期未払金の返済による支出 △194 △194
 ５ 新株予約権付社債発行による収入 975 987
 ６ 自己株式の取得・売却による収支 △2 △2
 ７ 配当金の支払額 △177 △199
 ８ その他 △0 △8
   財務活動によるキャッシュ・フロー 210 △1,782
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 4 0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △2,656 △821
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,950 8,294
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,294 7,472



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
 前連結会計年度

 (自 平成17年４月１日  
 至 平成18年３月31日

当連結会計年度
 (自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３月31日)

────────  当社グループは、当連結会計年度において、繰延税金

資産の将来の不確実性を排除し財務体質の健全化を図る

ため、繰延税金資産4,716百万円を取り崩し、6,914百万

円の当期純損失を計上いたしました。その結果、シンジ

ケートローン契約（平成19年３月31日現在借入残高

9,800百万円）の財務制限条項に抵触し期限の利益を喪

失する懸念が生じ、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。  

 当社グループは当該疑義を解消すべく、転換社債型新

株予約権付社債の株式転換をはじめ、資産売却や増資な

ど財務体質の強化を進めております。このような中、当

社の主要金融機関とは鋭意協議を進めると共に、金融機

関に対しては都度説明会（バンクミーティング）を開催

し、一定の理解をいただいております。また、平成19年

４月27日に公表しましたとおり、事業責任を明確にする

とともに、当社グループの経営基盤の強化ならびに活性

化を図るべく経営陣の若返りを図ることといたしまし

た。さらに、当社グループを取り巻く経営環境の現状、

経営課題を踏まえ、採算重視の営業方針の徹底、組織の

簡素化、間接部門の効率化をより強力かつ具体的に推進

し、収益構造を改善すべく「業績改善計画」を策定いた

しました。なお、当計画における平成19年度の資金計画

に問題は生じないと判断しております。  

 このような施策の結果、財務体質の強化及び収益の改

善を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑

義を解消できるものと判断しております。  

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
 
 連結子会社数 ７社

 連結子会社名 

   みらい建設工業㈱、日東みらい 

  建設㈱、基礎工業㈱、みらいジオ 

  テック㈱、㈱エムズ、テクノマリ 

  ックス㈱、みらいシェアードセン 

  ター㈱

 非連結子会社名

   ㈱ニューイースト

 非連結子会社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除いております。

 
 連結子会社数 ６社

 連結子会社名 

   みらい建設工業㈱、基礎工業 

  ㈱、みらいジオテック㈱、㈱エム 

  ズ、テクノマリックス㈱、みらい 

  シェアードセンター㈱

  

 非連結子会社名

   ㈱ニューイースト、エーケーケ 

  ミカル㈱

 非連結子会社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除いております。 

 なお、従来連結子会社に含めており

ました日東みらい建設㈱については、

みらい建設工業㈱と合併したことによ

り連結の範囲から除いております。

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社は、当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法を適用しておりません。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

①満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

②その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は主

として移動平均法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

有価証券

①満期保有目的の債券

同左

②その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

主として移動平均法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

デリバティブ 

 時価法

デリバティブ 

同左

たな卸資産 

①販売用不動産 

  個別法による原価法

たな卸資産

①販売用不動産

同左

②未成工事支出金 

  個別法による原価法

②未成工事支出金

同左

③不動産事業支出金 

  個別法による原価法

③不動産事業支出金

同左

④材料貯蔵品 

  主として、 終仕入原価法

④材料貯蔵品

同左



 

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備は除く)

は定額法) 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

有形固定資産

同左

無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法

無形固定資産

同左

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法

社債発行費 

 社債償還期間（２年）に亘り均等償

却によっております。

社債発行費 

①社債発行費 

  社債償還期間（２年）に亘り定額 

 法により償却しております。 

②新株予約権発行費 

  効力の及ぶ期間（３年）に亘り定 

 額法により償却しております。

 (4) 重要な引当金の計上 

   基準

貸倒引当金

 売上債権、貸付金等の貸倒による損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同左

完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用に備

えるため、当連結会計年度の完成工事

高に対する将来の見積補償額に基づい

て計上する方法によっております。

完成工事補償引当金

同左

賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。

賞与引当金

同左

受注工事損失引当金 

 当連結会計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれるものについて、

将来の損失に備えるため、その損失見

込額を計上しております。

受注工事損失引当金

同左

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額を

それぞれ発生した翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

退職給付引当金

同左



項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (5) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。  

特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理によっ

ております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段

   金利キャップ 

 金利スワップ

  ヘッジ対象

   借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

③ヘッジ方針

  投機目的のための取引は行わない

方針であります。 

金利キャップについては、将来の

取引市場での金利上昇が支払利息

に及ぼす影響を一定の範囲に限定

する目的で、金利スワップについ

ては、将来の金利変動リスクを回

避する目的で取引を行っておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利キャップについては、ヘッジ

対象とヘッジ手段との相場変動を

比較し有効性を評価しておりま

す。 

金利スワップについては、特例処

理の要件に該当するため、その判

定をもって有効性の判定に代えて

おります。 

 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利キャップについては、ヘッジ

対象とヘッジ手段との相場変動を

比較し有効性を評価しておりま

す。  

金利スワップについては、ヘッジ

対象のキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を半期ごとに比

較し両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジの有効性を評価してお

ります。ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについては、

有効性の評価を省略しておりま

す。

⑤その他

  デリバティブ取引は「デリバティ

ブ管理規程」に基づき、取引実施

部署において厳正な管理を行い、

内部牽制機能が有効に機能する体

制をとっております。

⑤その他

同左



 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

完成工事高の計上基準 

 工事完成基準によっておりますが、

長期大型(工期12か月以上、請負金額

１億円以上)の工事については、工事

進行基準によっております。

完成工事高の計上基準

同左

 工事進行基準による完成工事高

37,071百万円

 工事進行基準による完成工事高

37,328百万円

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価は

全面時価評価法によっております。

同左

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項

 連結調整勘定は金額が僅少なものを

除き10年間の均等償却を行っておりま

す。

────────

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

────────  金額が僅少なものを除き10年間の均

等償却を行っております。

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成しており

ます。

────────

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。この変更により税金等

調整前当期純利益が６百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき資産の金額から直接控除しておりま

す。

───────

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等）  

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,981百万円であります。  

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。

─────── （企業結合に係る会計基準等）  

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。 

─────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）  

 当連結会計年度から「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用しております。  

 当連結会計年度において支出した社債発行費について

は、年数を基準とした償却方法から、月数を基準とした

償却方法に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。

─────── （役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────── （連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と

して表示しております。 

 

─────── （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」として表示しております。 

  

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他資産・負債の増減額」に含めて

おりました「預り金の増減額」は、重要性が増したため

当連結会計年度から区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他資産・負債の増減額」に含めておりま

した「預り金の増減額」は、△582百万円であります。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度

(平成19年３月31日)

※１ このうち非連結子会社に対する金額は、次のとお

りであります。

投資有価証券(株式) 213百万円

※１ このうち非連結子会社に対する金額は、次のとお

りであります。

投資有価証券(株式) 234百万円

※２(1) 下記の資産は返済期限１年内の長期未払金２百

万円、短期借入金7,089百万円、長期借入金43百

万円及び長期未払金41百万円の担保に供しており

ます。

販売用不動産 188百万円

建物 29

船舶 330

土地 1,527

投資有価証券 2,057

投資不動産 461

合計 4,595  

※２(1) 下記の資産は返済期限１年内の長期未払金２百

万円、短期借入金4,226百万円及び長期未払金39

百万円の担保に供しております。

販売用不動産 187百万円

建物 7

船舶 369

土地 1,283

投資有価証券 2,129

投資不動産 437

合計 4,415

  (2) 下記の資産は営業保証等の担保に供しておりま

す。

投資有価証券 15百万円

  (2) 下記の資産は営業保証等の担保に供しておりま

す。

投資有価証券 15百万円

※３ 財務制限条項

借入金のうち、シンジケートローン契約（残高

9,223百万円）には、各年度の決算期の末日にお

ける連結の「資本の部の金額を75％の金額以上に

維持する」、「有利子負債額を125％の金額以下

に維持する」、「経常損益に関して２期連続して

経常損失を計上しない」とする財務制限条項が付

加されており、それに抵触した場合には借入金の

返済を要請される可能性があります。

※３ 財務制限条項

借入金のうち、シンジケートローン契約（残高

9,800百万円）には、各年度の決算期の末日にお

ける連結の「純資産の部の金額を75％の金額以上

に維持する」、「有利子負債額を125％の金額以

下に維持する」、「経常損益に関して２期連続し

て経常損失を計上しない」とする財務制限条項が

付加されております。

 ４ 保証債務  ４ 保証債務

 (1) 従業員の住宅ローンについて９百万円の保証を行

っております。

 (1) 従業員の住宅ローンについて５百万円の保証を行

っております。

 (2) ㈱日商エステムの手付金等保証契約について、

  ４百万円の連帯保証を行っております。

 (2) ㈱日商エステムの手付金等保証契約について、

   340百万円の連帯保証を行っております。

 (3) ㈱ゼファーの手付金等保証契約について、12百万

円の連帯保証を行っております。 

 (3) 非連結子会社であるエーケーケミカル㈱の金融機

関からの借入及び延払売買契約について、190百万

円の保証を行っております。 

 (4) ㈱グランイーグルの手付金等保証契約について、

30百万円の連帯保証を行っております。

────────

 (5) ㈱興大の手付金等保証契約について、２百万円の

連帯保証を行っております。

────────

 ５ 手形割引高及び裏書譲渡高

    受取手形割引高 3,007百万円

    受取手形裏書譲渡高 361

 ５ 手形割引高及び裏書譲渡高

    受取手形割引高 2,035百万円

    受取手形裏書譲渡高 147

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式33,439千株で

あります。

────────

※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式53

千株であります。

────────

──────── ※８ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。

受取手形 109百万円

支払手形 69



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 2,109百万円

退職給付費用 220

賞与引当金繰入額 79

地代家賃 562

※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 2,105百万円

退職給付費用 189

賞与引当金繰入額 18

地代家賃 500

  研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費は、188百万円

であります。

  研究開発費

   一般管理費に含まれる研究開発費は、123百万円

であります。

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 35百万円

機械装置 3

船舶 8

車両運搬具 0

土地 38

計 84

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置 9百万円

車両運搬具 0

土地 4

計 13

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 38百万円

構築物 10

機械装置 5

船舶 19

車両運搬具 3

工具器具・備品 3

土地 20

その他 8

計 109
 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 3百万円

機械装置 17

船舶 0

車両運搬具 0

工具器具・備品 24

土地 26

その他 4

計 78



次へ 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権付社債の行使による増加    4,539,350株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加          9,647株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成18年新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

  
  
４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式  (株) 33,439,198 4,539,350 ─ 37,978,548

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式  (株) 53,237 9,647 ─ 62,884

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社 平成18年新株予約権 普通株式 ─ 3,496,500 ─ 3,496,500 1

合計 ─ 3,496,500 ─ 3,496,500 1

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 200 6 平成18年３月31日 平成18年６月29日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

 に掲記されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日)

現金預金勘定 8,294百万円

預入期間が３か月を超える定

期預金
―

現金及び現金同等物 8,294

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 
 に掲記されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金預金勘定 7,472百万円

預入期間が３か月を超える定

期預金
─

現金及び現金同等物 7,472

─────── ２ 重要な非資金取引の内容
   新株予約権付社債の行使

新株予約権付社債の行使によ

る資本金増加額
424百万円

新株予約権付社債の行使によ

る資本準備金増加額
424

行使による新株予約権付社債

減少額
850



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

機械・ 
運搬具

54 36 18

工具器具 
・備品

179 104 75

ソフトウェ
ア

3 1 1

合計 237 141 95

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械・
運搬具

52 39 13

工具器具
・備品

161 100 61

ソフトウェ
ア

6 4 2

合計 221 144 77

同左

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 40百万円

１年超 54

合計 95

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 36百万円

１年超 41

合計 77

同左

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 56百万円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 40百万円

減価償却費相当額 40百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1百万円

１年超 0

合計 1

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 ─

合計 0

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

（減損損失について） 

同左 



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

 
  

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 
 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

 国債・地方債等 ― ― ―

 小計 ― ― ―

(2) 
 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

 国債・地方債等 15 14 △0

 小計 15 14 △0

合計 15 14 △0

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 
 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

 株式 3,352 5,086 1,733

 その他 100 101 0

 小計 3,453 5,188 1,734

(2) 
 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

 株式 29 23 △5

 その他 ― ― ―

 小計 29 23 △5

合計 3,482 5,211 1,729

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

1,594 485 2



４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 

 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損６百万円を計上しております。 

  

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成18

年３月31日) 
  

 
  

 満期保有目的の債券

  期限付劣後債 100百万円

 その他有価証券

  非上場株式 1,110

１年以内 

(百万円)

１年超５年以内 

(百万円)

５年超10年以内 

(百万円)

10年超 

(百万円)

債券

 国債・地方債等 ― 15 ― ―

 期限付劣後債 ― ― 100 ―

合計 ― 15 100 ─



当連結会計年度 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年３月31日) 

  

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年３月31日) 

  

 
  

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  

 
  

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 
 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの

 国債・地方債等 ─ ─ ─

 小計 ─ ─ ─

(2) 
 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの

 国債・地方債等 15 14 △0

 小計 15 14 △0

合計 15 14 △0

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 
 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

 株式 2,806 3,902 1,096

 その他 ─ ─ ─

 小計 2,806 3,902 1,096

(2) 
 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

 株式 1,058 798 △259

 その他 201 163 △38

 小計 1,260 962 △297

合計 4,066 4,865 799

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

880 184 1



４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年３月31日) 

 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損27百万円を計上しております。 

  

５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成19

年３月31日) 
  

 
  

 その他有価証券

  非上場株式 1,115百万円

１年以内 

(百万円)

１年超５年以内 

(百万円)

５年超10年以内 

(百万円)

10年超 

(百万円)

債券

 国債・地方債等 ─ 15 ─ ─

合計 ─ 15 ─ ─



(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

変動金利支払いの借入金について、将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを、

将来の取引市場での金利上昇が支払利息に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で金利キャッ

プ取引を利用しております。 

 なお、金利スワップおよび金利キャップをヘッジ手段とし、借入金をヘッジ対象としておりま

す。 

(2) 取引に関する取組方針 

通貨関連および金利関連におけるデリバティブ取引については、投機目的のためのデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。 

 金利キャップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段との相場変動を比較し有効性を評価してお

ります。 

 金利スワップについては、特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に

代えております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引については、将来金利変動によるリスクがあります。また、金利キャップ取

引については、契約時に支払ったプレミアム以上のリスクは被らないものであります。 

 なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内銀行である為、相手先の債務不履行に

よるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引は「デリバティブ管理規程」に基づき、取引実施部署において厳正な管理を

行い、内部牽制機能が有効に機能する体制をとっております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況は記載

を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

変動金利支払いの借入金について、将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを、

将来の取引市場での金利上昇が支払利息に及ぼす影響を一定の範囲に限定する目的で金利キャッ

プ取引を利用しております。 

 なお、金利スワップおよび金利キャップをヘッジ手段とし、借入金をヘッジ対象としておりま

す。 

(2) 取引に関する取組方針 

通貨関連および金利関連におけるデリバティブ取引については、投機目的のためのデリバティ

ブ取引は行わない方針であります。 

 金利キャップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段との相場変動を比較し有効性を評価してお

ります。 

 金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評

価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略

しております。 



前へ   次へ 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引については、将来金利変動によるリスクがあります。また、金利キャップ取

引については、契約時に支払ったプレミアム以上のリスクは被らないものであります。 

 なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内銀行である為、相手先の債務不履行に

よるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引は「デリバティブ管理規程」に基づき、取引実施部署において厳正な管理を

行い、内部牽制機能が有効に機能する体制をとっております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況は記載

を省略しております。 

  



(退職給付関係) 

前連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 

なお、当社はこの他に総合設立型厚生年金基金制度に加入しております。 

また、一部の連結子会社は東京商工会議所の特定退職金共済制度に加入しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 
  

 
(注) １ 上記以外に厚生年金基金制度における年金資産5,253百万円(給与総額割合にて算定)がありま

す。 

２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 
  

 
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法         期間定額基準 

割引率                     2.5％ 

過去勤務債務の額の処理年数          発生時全額費用処理 

数理計算上の差異の処理年数          10年(定額法) 

  

退職給付債務 △5,356百万円

未認識数理計算上の差異 355

退職給付引当金 △5,000

勤務費用 266百万円

利息費用 125

数理計算上の差異の費用処理額 64

総合設立型厚生年金基金の年金掛金 37

退職給付費用 493



当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 

なお、当社はこの他に総合設立型厚生年金基金制度に加入しております。 

また、一部の連結子会社は東京商工会議所の特定退職金共済制度に加入しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 上記以外に厚生年金基金制度における年金資産5,592百万円(給与総額割合にて算定)がありま

す。 

２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 
  

 
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法         期間定額基準 

割引率                     2.5％ 

過去勤務債務の額の処理年数          発生時全額費用処理 

数理計算上の差異の処理年数          10年(定額法) 

  

  

退職給付債務 △5,342百万円

未認識数理計算上の差異 250

退職給付引当金 △5,092

勤務費用 255百万円

利息費用 127

数理計算上の差異の費用処理額 59

総合設立型厚生年金基金の年金掛金 36

退職給付費用 479



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

 貸倒引当金 259

 退職給付引当金 2,045

 資産評価損 211

 賞与引当金 96

 工事進行基準損失 12

 未払事業税 22

 完成工事補償引当金 27

 受注工事損失引当金 9

 繰越欠損金 2,576

 その他有価証券評価差額金 2

 その他 20

繰延税金資産小計 5,282

評価性引当額 △227

繰延税金資産合計 5,055

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △702

繰延税金負債合計 △702

繰延税金資産の純額 4,352

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

貸倒引当金 282

退職給付引当金 2,078

資産評価損 281

賞与引当金 21

工事進行基準損失 81

未払事業税 19

完成工事補償引当金 25

受注工事損失引当金 154

繰越欠損金 6,008

その他有価証券評価差額金 3

繰延ヘッジ損益 7

その他 17

繰延税金資産小計 8,983

評価性引当額 △8,646

繰延税金資産合計 336

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △327

繰延税金負債合計 △327

繰延税金資産の純額 8

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

 永久に損金に算入されない項目 18.1％

 永久に益金に算入されない項目 △5.8％

 住民税均等割等 17.1％

 評価性引当額の増減による影響 20.7％

 連結調整他 4.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 94.6％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  税金等調整前当期純損失であるため記載を省略して 

 おります。



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める建設事業

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業損失及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める建設事業

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要  

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

みらい建設工業㈱   建設事業（内容：海洋土木工事・陸上土木工事の請負ならびに 

                 設計・監理） 

日東みらい建設㈱   建設事業（内容：建築工事の請負ならびに設計・監理） 

(2) 企業結合の法的形式 

共通支配下の取引 

(3) 結合後企業の名称 

みらい建設工業㈱  

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

 みらい建設工業㈱を存続会社とする吸収合併であり、土木事業・建築事業一体の営業強

化を図るとともに、シナジー効果の創出による組織・機構の効率化を図り、土建の垣根の

ない顧客満足度の最大化を目指すものであります。  

２ 実施した会計処理の概要 

個別財務諸表上、移転元の適正な帳簿価額を基礎とした会計処理を実施しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

（注）１ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 263.75円 51.76円

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失（△）

0.97円 △203.55円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり当期純損失が

計上されているため記載しておりませ

ん。 

 

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 33 △6,914

普通株主に帰属しない金額（百万円） 4 ─

 （うち役員賞与金）（百万円） 4 ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 29 △6,914

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,007 33,969

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

─ 新株予約権１種類（新株
予約権の数20個）

項目
前連結会計年度

（平成18年３月31日)
当連結会計年度

 （平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） ─ 1,976

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ─ 13

 （うち新株予約権）（百万円） ─ 1

 （うち少数株主持分）（百万円） ─ 12

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ─ 1,962

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
（千株）

─ 37,915



(重要な後発事象) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────── （希望退職者の募集）

 平成19年３月29日開催の当社の連結子会社であるみら

い建設工業㈱の取締役会において、国内建設市場におい

て、公共投資にかかる受注環境は、急激な変化を伴いつ

つ更に減少を続けると予想され、今後の経営規模に見合

った人員の適正化を図る必要があることから、希望退職

者の募集を実施することを決議いたしました。 

 その概要と結果は次のとおりであります。

 (1) 希望退職者募集の概要 

    対象者    みらい建設工業㈱の社員 

    募集人員   120名 

    退職日    平成19年５月31日 

 (2) 希望退職者募集の結果 

    応募者数   71名

損失見込額 

 今回の希望退職に伴う退職特別加算金等は約

134百万円であり、平成20年３月期において特

別損失に計上する予定であります。

―――――── （訴訟の提起）

 当社及び連結子会社であるみらい建設工業㈱は、平成

19年５月21日付(訴状送達日：平成19年５月23日)で次の

とおり訴訟の提起を受けました。

 (1) 訴訟の内容 

 会社更生手続を申立てた当社の合併消滅会社

（旧大都工業㈱）の買戻条件付で、同申立て前に

土地区画整理組合が原告に売却した土地につい

て、買戻条件を満たしたとして、合併後存続会社

である当社及び連結子会社であるみらい建設工業

㈱に対し、当該土地の買戻を請求するもの。

 (2) 相手の名称 

    財団法人民間都市開発推進機構

 (3) 請求金額 

    2,083百万円

 (4) 訴訟に対する当社の意見 

 当社といたしましては、原告主張の買戻請求に

応ずる義務はないと考えており、今後裁判で当社

の正当性を主張してまいります。 

 なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響

を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影

響は不明であります。



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 
（注）１ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

 
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償

還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。 

また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。 
  

２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 

 
  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利 率
（％）

担保 償還期限

㈱みらい建
設グループ

第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債

平成18年  
９月29日

─ 150 無利息 無担保
平成20年
９月29日

合計 ─ ─ 150 ─ ─ ─

発行すべき
株式

新株予約権の
発行価額  
（円）

株式の 
発行価格 
（円）

発行価格の
総額  

（百万円）

新株予約権の行使によ
り発行した株式の発行

価額の総額   
（百万円）

新株予約権の
付与割合
（％）

新株予約権の行使期間

普通株式 無償 187.5 1,000 850 100
自 平成18年10月２日
至 平成20年９月26日

１年以内   
（百万円）

１年超２年以内  
（百万円）

２年超３年以内  
（百万円）

３年超４年以内  
（百万円）

４年超５年以内  
（百万円）

─ 150 ─ ─ ─

区分
前期末残高 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 12,539 8,776 1.90 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 3,073 3,833 3.44 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

2,693 3,566 3.44 平成21年９月

その他の有利子負債 ─ ─ ― ―

合計 18,307 16,176 ― ―

１年超２年以内 
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内 
(百万円)

長期借入金 2,616 950 ─ ─



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

     (資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 3,395 1,451

   繰延税金資産 32 ─

   従業員に対する 
   短期貸付金

1 6

   短期貸付金 215 198

   関係会社短期貸付金 5,549 6,012

   未収入金 ※１ 195 81

   その他 400 199

   貸倒引当金 △3 △1

   流動資産合計 9,786 29.2 7,947 36.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    建物 2 5

     減価償却累計額 1 1 1 3

    機械装置 71 ─

     減価償却累計額 65 5 ─ ─

    工具器具・備品 467 275

     減価償却累計額 259 208 130 145

    土地 ※２ 1,320 1,247

    有形固定資産計 1,535 1,396

 ２ 無形固定資産

    借地権 6 6

    ソフトウェア 0 ─

    その他 17 17

   無形固定資産計 24 23



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 ３ 投資その他の資産

    投資有価証券 ※２ 5,545 5,354

    関係会社株式 8,431 3,622

    関係会社長期貸付金 6,069 2,063

    長期保証金 17 63

    破産債権、更生債権等 18 4

    長期前払費用 387 369

    投資不動産 ※２ 1,367 628

    その他 474 688

    貸倒引当金 △110 △197

    投資その他の資産計 22,202 12,598

   固定資産合計 23,761 70.8 14,018 63.8

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 12 16

   繰延資産合計 12 0.0 16 0.0

   資産合計 33,560 100 21,982 100



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

     (負債の部)

Ⅰ 流動負債

   短期借入金
※２ 
※３

15,231 12,304

   未払金 283 255

   返済期限１年内の 
   長期未払金

※２ 53 77

   未払法人税等 7 6

   預り金 2,942 2,037

   賞与引当金 1 ─

   その他 2 22

   流動負債合計 18,522 55.2 14,703 66.9

Ⅱ 固定負債

   新株予約権付社債 ─ 150

   長期借入金 ※３ 2,650 3,566

   長期未払金 ※２ 1,199 1,098

   繰延税金負債 579 325

   退職給付引当金 52 48

   その他 4 4

   固定負債合計 4,486 13.4 5,193 23.6

   負債合計 23,008 68.6 19,897 90.5

     (資本の部)

Ⅰ 資本金 ※６ 3,780 11.2 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 994 ―

   資本剰余金合計 994 3.0 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 324 ―

 ２ 任意積立金

    別途積立金 3,753 3,753 ― ―

 ３ 当期未処分利益 683 ―

   利益剰余金合計 4,761 14.2 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 1,029 3.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※７ △13 △0.0 ― ―

   資本合計 10,551 31.4 ― ―

   負債資本合計 33,560 100 ― ―



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

    (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 4,205 19.1

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 ― 1,419

    資本剰余金合計 ― ― 1,419 6.5

 ３ 利益剰余金

    利益準備金 ― 324

    その他利益剰余金

     別途積立金 ― 3,753

     繰越利益剰余金 ― △8,062

    利益剰余金合計 ― ― △3,984 △18.1

 ４ 自己株式 ― ― △16 △0.1

   株主資本合計 ― ― 1,624 7.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― ― 478 2.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △19 △0.1

   評価・換算差額等合計 ― ― 459 2.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 1 0.0

   純資産合計 ― ― 2,085 9.5

   負債純資産合計 ― ― 21,982 100



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

   経営管理収入 ※１ 600 497

   賃貸収入 ※１ 168 768 100 167 664 100

Ⅱ 営業費用

   一般管理費

    役員報酬 80 80

    従業員給料手当 118 68

    賞与引当金繰入額 1 ─

    退職金 2 ─

    退職給付費用 6 5

    法定福利費 18 12

    福利厚生費 0 0

    修繕維持費 20 19

    事務用品費 6 1

    通信交通費 16 14

    調査研究費 3 ─

    広告宣伝費 2 1

    貸倒引当金繰入額 2 ─

    貸倒損失 0 ─

    交際費 12 8

    寄付金 4 4

    地代家賃 97 95

    減価償却費 48 43

    研究費及び開発費償却 7 8

    租税公課 25 20

    保険料 6 10

    雑費 128 100

   賃貸原価 152 763 99.3 153 648 97.7

   営業利益 5 0.7 15 2.3



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅲ 営業外収益

   受取利息 ※１ 197 225

   有価証券利息 6 11

   受取配当金 ※１ 185 157

   雑収入 5 394 51.3 1 395 59.6

Ⅳ 営業外費用

   支払利息 365 421

   シンジケートローン 
   手数料

134 173

   社債発行費償却 12 17

   雑支出 22 533 69.4 22 635 95.7

   経常損失 133 △17.4 224 △33.8

Ⅴ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ 10 ─

   投資有価証券売却益 483 184

   匿名組合清算配当金 ─ 1,365

   その他特別利益 52 546 71.1 109 1,659 249.8

Ⅵ 特別損失

   固定資産売却損 ※３ 18 26

   固定資産除却損 ※４ 1 27

   減損損失 6 ─

   投資有価証券売却損 2 ─

   投資有価証券評価損 4 10

   貸倒損失 ─ 387

   貸倒引当金繰入額 ─ 98

   役員退職慰労金 187 15

   投資不動産売却損 33 422

   子会社株式評価損 ─ 8,830

   その他特別損失 10 266 34.6 7 9,825 1,479.4

   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失（△）

147 19.1 △8,391 △1,263.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

3 1

   法人税等調整額 27 30 3.9 153 154 23.2

   当期純利益又は 
   当期純損失（△）

116 15.2 △8,545 △1,286.6

   前期繰越利益 566 ―

   当期未処分利益 683 ―



③ 【利益処分計算書】 

  

 
    （注）日付は株主総会承認日であります。 

  

前事業年度
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 683

Ⅱ 利益処分額

   株主配当金 
   (１株につき)

200
(６円)

200

Ⅲ 次期繰越利益 483



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,780 994 994

事業年度中の変動額

 新株予約権付社債の行使 424 424 424

 剰余金の配当  （注）

 当期純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 424 424 424

平成19年３月31日残高(百万円) 4,205 1,419 1,419

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 324 3,753 683 4,761 △13 9,522

事業年度中の変動額

 新株予約権付社債の行使 849

 剰余金の配当  （注） △200 △200 △200

 当期純損失 △8,545 △8,545 △8,545

 自己株式の取得 △2 △2

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ ─ △8,745 △8,745 △2 △7,898

平成19年３月31日残高(百万円) 324 3,753 △8,062 △3,984 △16 1,624

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,029 ─ 1,029 ─ 10,551

事業年度中の変動額

 新株予約権付社債の行使 849

 剰余金の配当  （注） △200

 当期純損失 △8,545

 自己株式の取得 △2

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△550 △19 △569 1 △568

事業年度中の変動額合計(百万円) △550 △19 △569 1 △8,466

平成19年３月31日残高(百万円) 478 △19 459 1 2,085



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

────────  当社は、当事業年度において、6,914百万円の連結当

期純損失を計上したことにより、シンジケートローン契

約（平成19年３月31日現在借入残高9,800百万円）の財

務制限条項に抵触し期限の利益を喪失する懸念が生じ、

継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。  

 当社グループは当該疑義を解消すべく、転換社債型新

株予約権付社債の株式転換をはじめ、資産売却や増資な

ど財務体質の強化を進めております。このような中、当

社の主要金融機関とは鋭意協議を進めると共に、金融機

関に対しては都度説明会（バンクミーティング）を開催

し、一定の理解をいただいております。また、平成19年

４月27日に公表しましたとおり、事業責任を明確にする

とともに、当社グループの経営基盤の強化ならびに活性

化を図るべく経営陣の若返りを図ることといたしまし

た。さらに、当社グループを取り巻く経営環境の現状、

経営課題を踏まえ、採算重視の営業方針の徹底、組織の

簡素化、間接部門の効率化をより強力かつ具体的に推進

し、収益構造を改善すべく「業績改善計画」を策定いた

しました。なお、当計画における平成19年度の資金計画

に問題は生じないと判断しております。  

 このような施策の結果、財務体質の強化及び収益の改

善を図ることにより、継続企業の前提に関する重要な疑

義を解消できるものと判断しております。  

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。



重要な会計方針 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

 移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

 時価法

デリバティブ

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備は除く)

については定額法)によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

有形固定資産

同左

無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

無形固定資産

同左

４ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

 社債償還期間（２年）に亘り均等償

却によっております。

社債発行費

①社債発行費 

 社債償還期間（２年）に亘り定額

法により償却しております。

②新株予約権発行費 

 効力の及ぶ期間（３年）に亘り定

額法により償却しております。

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損

失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同左

賞与引当金 

 従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。

賞与引当金

同左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生した翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

退職給付引当金

同左

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

７ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

 金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。  

  特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理によって

おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

  金利キャップ 

  金利スワップ 

 ヘッジ対象 

  借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左

③ヘッジ方針

  投機目的のための取引は行わない

方針であります。金利キャップにつ

いては、将来の取引市場での金利上

昇が支払利息に及ぼす影響を一定の

範囲に限定する目的で、金利スワッ

プについては、将来の金利変動リス

クを回避する目的で取引を行ってお

ります。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利キャップについては、ヘッジ

対象とヘッジ手段との相場変動を比

較し有効性を評価しております。 

 金利スワップについては、特例処

理の要件に該当するため、その判定

をもって有効性の判定に代えており

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利キャップについては、ヘッジ

対象とヘッジ手段との相場変動を比

較し有効性を評価しております。  

 金利スワップについては、ヘッジ

対象のキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計を半期ごとに比較し両

者の変動額等を基礎にして、ヘッジ

の有効性を評価しております。ただ

し、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省

略しております。



項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑤その他

  デリバティブ取引は「デリバティ

ブ管理規程」に基づき、取引実施部

署において厳正な管理を行い、内部

牽制機能が有効に機能する体制をと

っております。

⑤その他

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税に相当する額

の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。この変更により税引前当期

純利益が６百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき資産の金額から直接控除しております。

────────

──────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,102百万円であります。  

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

──────── （企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。

──────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）  

 当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用しております。  

 当事業年度において支出した社債発行費については、

年数を基準とした償却方法から、月数を基準とした償却

方法に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

ります。

未収入金 165百万円

※１      ────────

※２ 下記の資産は短期借入金6,958百万円、返済期限

１年内の長期未払金2百万円、及び長期未払金41

百万円の担保に供しております。

土地 1,319百万円

投資有価証券 2,052

投資不動産 461

計 3,834

※２ 下記の資産は短期借入金4,171百万円、返済期限

１年内の長期未払金2百万円、及び長期未払金39

百万円の担保に供しております。

土地 1,247百万円

投資有価証券 2,124

投資不動産 437

計 3,809

※３ 財務制限条項

借入金のうち、シンジケートローン契約（残高

9,223百万円）には、各年度の決算期の末日にお

ける連結の「資本の部の金額を75％の金額以上に

維持する」、「有利子負債額を125％の金額以下

に維持する」、「経常損益に関して２期連続して

経常損失を計上しない」とする財務制限条項が付

加されており、それに抵触した場合には借入金の

返済を要請される可能性があります。

※３ 財務制限条項

借入金のうち、シンジケートローン契約（残高

9,800百万円）には、各年度の決算期の末日にお

ける連結の「純資産の部の金額を75％の金額以上

に維持する」、「有利子負債額を125％の金額以

下に維持する」、「経常損益に関して２期連続し

て経常損失を計上しない」とする財務制限条項が

付加されております。

 ４ 保証債務  ４ 保証債務

   (1) 連結子会社である基礎工業㈱の金融機関から

の借入及び手形の割引について285百万円の

保証を行っております。

   (1) 連結子会社である基礎工業㈱の金融機関から

の借入及び手形の割引について250百万円の

保証を行っております。

   (2) 連結子会社であるテクノマリックス㈱の割賦

支払について174百万円の保証を行っており

ます。

   (2) 連結子会社であるテクノマリックス㈱の割賦

支払について54百万円の保証を行っておりま

す。

   (3)     ────────    (3) 非連結子会社であるエーケーケミカル㈱の金

融機関からの借入及び延払売買契約について

190百万円の保証を行っております。

 ５ 受取手形割引高 2,972百万円  ５ 受取手形割引高 2,035百万円

 

※６ 会社が発行する株式の総数

普通株式 118,920千株

   ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっております。

   発行済株式の総数  普通株式 33,439千株

──────── 

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式53千株

であります。

──────── 

 ８ 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額

1,029百万円

──────── 

 



(損益計算書関係) 

  

 
  

  

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  9,647株 

  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度(平成19年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。

経営管理収入 600百万円

賃貸収入 136

受取利息 191

受取配当金 24

※１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含ま

れております。

経営管理収入 497百万円

賃貸収入 137

受取利息 210

受取配当金 28

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

備品 0百万円

土地 10

計 10

※２       ───────

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1百万円

土地 16

電話加入権 1

計 18

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地 26百万円

計 26

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具・備品 1百万円

計 1

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 0百万円

機械装置 3

工具器具・備品 23

計 27

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式  (株) 53,237 9,647 ─ 62,884



(税効果会計関係) 

  

 
  

  

(企業結合等関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

「１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおり

であります。 

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

 貸倒引当金 39

 退職給付引当金 21

 資産評価損 88

 未払事業税 3

 その他 0

繰延税金資産合計 153

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △700

繰延税金負債合計 △700

繰延税金負債の純額 △547

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 百万円

 貸倒引当金 77

 退職給付引当金 19

 資産評価損 656

 未払事業税 2

 繰越欠損金 2,811

 繰延ヘッジ損益 7

繰延税金資産小計 3,575

評価性引当額 △3,575

繰延税金資産合計 ─

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △325

繰延税金負債合計 △325

繰延税金負債の純額 △325

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

 永久に損金に算入されない項目 3.3％

 永久に益金に算入されない項目 △25.9％

 住民税均等割等 0.6％

 その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失であるため記載を省略しておりま

す。



(１株当たり情報) 

  

 
  

（注）１ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 316.05円 54.96円

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失（△）

3.88円 △251.57円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり当期純

損失が計上されているため記載して

おりません。

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 116 △8,545

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 116 △8,545

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,007 33,969

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

─ 新株予約権１種類（新
株予約権の数20個）

項目
前事業年度

（平成18年３月31日)
当事業年度

 （平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） ─ 2,085

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ─ 1

 （うち新株予約権）（百万円） ─ 1

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ─ 2,083

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
（千株）

─ 37,915



(重要な後発事象) 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――──
 

 当社及び連結子会社であるみらい建設工業㈱は、平成

19年５月21日付(訴状送達日：平成19年５月23日)で次の

とおり訴訟の提起を受けました。

 (1) 訴訟の内容 

 会社更生手続を申立てた当社の合併消滅会社

（旧大都工業㈱）の買戻条件付で、同申立て前に

土地区画整理組合が原告に売却した土地につい

て、買戻条件を満たしたとして、合併後存続会社

である当社及び連結子会社であるみらい建設工業

㈱に対し、当該土地の買戻を請求するもの。

 (2) 相手の名称 

    財団法人民間都市開発推進機構

 (3) 請求金額 

    2,083百万円

 (4) 訴訟に対する当社の意見 

 当社といたしましては、原告主張の買戻請求に

応ずる義務はないと考えており、今後裁判で当社

の正当性を主張してまいります。 

 なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響

を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影

響は不明であります。



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

【債券】 

  

 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ 219,000 1,526

理研ビタミン㈱ 233,300 825

㈱東日カーライフグループ 2,918,000 752

ＳＭＣ㈱ 38,767 612

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 241 320

中津川包装工業㈱ 2,010 217

㈱みずほフィナンシャルグループ 274 207

三平建設㈱ 3,446 140

㈱オーク製作所 13,000 130

㈱りそなホールディングス 410 129

㈱みずほフィナンシャルグループ（第11
回第11種優先株式）

100 100

その他(21銘柄) 326,980 226

計 3,755,528 5,190

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円)

(投資有価証券)

その他有価証券

他社株転換条項付社債 201 163

計 201 163



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 無形固定資産については、資産総額の１％以下につき、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

   ２ 当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。 

 長期前払費用   シンジケートローン手数料               245百万円 

   ３ 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。 

 長期前払費用   シンジケートローン手数料の流動資産(その他)への振替  206百万円 

  

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 

(百万円)

有形固定資産

 建物 2 3 0 5 1 0 3

 機械装置 71 ─ 71 ─ ─ 1 ─

 工具器具・備品 467 0 193 275 130 40 145

 土地 1,320 ─ 72 1,247 ─ ─ 1,247

有形固定資産計 1,861 3 337 1,528 131 42 1,396

無形固定資産

 借地権 ― ― ― 6 ─ ─ 6

 ソフトウェア ― ― ― ─ ─ 0 ─

 その他 
 無形固定資産

― ― ― 17 ─ ─ 17

無形固定資産計 ― ― ― 23 ─ 0 23

長期前払費用 541 304 225 620 250 100 369

繰延資産

 社債発行費 24 22 24 22 5 17 16

繰延資産計 24 22 24 22 5 17 16

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 114 102 13 5 198

賞与引当金 1 2 3 ─ ─



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

(イ)現金預金 

 
  

(ロ)関係会社短期貸付金 

  

 
  

 現金 0百万円

 預金

  当座預金 999百万円

  普通預金 440

  定期預金 10

  別段預金 0 1,450

  計 1,451

相手先 金額(百万円)

みらい建設工業㈱ 4,679

テクノマリックス㈱ 660

みらいジオテック㈱ 540

基礎工業㈱ 52

その他 81

計 6,012



(ハ)関係会社株式 

  

 
  

(ニ)関係会社長期貸付金 

  

 
  

銘柄 金額(百万円)

(子会社株式)

みらい建設工業㈱ 2,600

みらいジオテック㈱ 527

㈱ニューイースト 203

基礎工業㈱ 114

テクノマリックス㈱ 99

その他 77

計 3,622

相手先 金額(百万円)

みらい建設工業㈱ 2,000

㈱ニューイースト 63

計 2,063



② 負債の部 

(イ)短期借入金 

  

 
(注) 長期借入金からの振替額を含んでおります。 

  

(ロ)長期借入金 
  

 
(注) シンジケートローンの短期借入金および長期借入金の内訳は、下記のとおりであります。 

  

 
  

相手先 金額(百万円)

シンジケートローン 6,233

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,532

㈱りそな銀行 1,355

㈱みずほ銀行 1,284

住友信託銀行㈱ 500

その他 1,400

計 12,304

相手先 金額(百万円)

シンジケートローン 3,566

計 3,566

短期借入金(百万円) 長期借入金(百万円) 計(百万円)

平成16年９月27日契約分 500 ─ 500

平成17年９月27日契約分 1,433 716 2,150

平成18年９月12日契約分 4,300 2,850 7,150

計 6,233 3,566 9,800



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注） 当会社の株主（実質株主を含む）は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使

することができない。 

(1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2)会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日 その他必要あるときはあらかじめ公告して定めた日

株券の種類 1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 新株券１枚につき印紙税相当額

株券喪失登録

  株券喪失登録申請料 １件につき10,000円

  喪失登録株券 １枚につき  500円

単元未満株式の買取・売渡

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店

  買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 
(ホームページアドレス http://www.mirai-group.com/)

株主に対する特典 ありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法

第25条第１項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第63期 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

平成18年６月29日提出 

(2) 有価証券届出書及びその添付書類 

転換社債型新株予約権付社債の募集 

平成18年９月14日提出 

(3) 有価証券届出書及びその添付書類 

新株予約権証券の募集 

平成18年９月14日提出 

(4) 半期報告書 

事業年度 第64期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

平成18年12月22日提出 

(5) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（提出会社に対する訴訟提起）及び第14号（連

結子会社に対する訴訟提起）に基づく臨時報告書 

平成19年６月1日提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社みらい建設グループ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社みらい建設グループの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社みらい建設グループ及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

城東監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  哲  雄  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  椎  野  泰  孝  ㊞

業務執行社員 公認会計士  竹  森  順  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月28日

株式会社みらい建設グループ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社みらい建設グループの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ

ー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社みらい建設グループ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は当連結会計年

度において6,914百万円の当期純損失を計上したことにより、シンジケートローン契約の財務制限条項

に抵触し期限の利益を喪失する懸念が生じており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社であるみらい建設工業株式会社は希望退職者の

募集を実施しており、応募者数は71名となった。これに伴う退職特別加算金等は約134百万円であり、

平成20年3月期において特別損失に計上する予定である。 

３ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社及び連結子会社であるみらい建設工業株式会社は、平

成19年5月21日付で、財団法人民間都市開発推進機構から請求金額を2,083百万円とする土地買戻を請求

する訴訟を提起されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

城東監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  哲  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  椎  野  泰  孝  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  竹  森  順  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社みらい建設グループ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社みらい建設グループの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第63期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社みらい建設グループの平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

城東監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  哲  雄  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  椎  野  泰  孝  ㊞

業務執行社員 公認会計士  竹  森  順  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月28日

株式会社みらい建設グループ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社みらい建設グループの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第64期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社みらい建設グループの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は当事業年度に

おいて6,914百万円の連結当期純損失を計上したことにより、シンジケートローン契約の財務制限条項

に抵触し期限の利益を喪失する懸念が生じており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

２ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社及び連結子会社であるみらい建設工業株式会社は、平

成19年5月21日付で、財団法人民間都市開発推進機構から請求金額を2,083百万円とする土地買戻を請求

する訴訟を提起されている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

城東監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  哲  雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  椎  野  泰  孝  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  竹  森  順  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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